
議案第６２号

渋川市白井温泉こもちの湯条例の一部を改正する条例を次のように制定す

る。

平成３１年２月２７日提出

渋川市長 髙 木 勉

渋川市白井温泉こもちの湯条例の一部を改正する条例

渋川市白井温泉こもちの湯条例（平成１８年渋川市条例第１９８号）の一

部を次のように改正する。

第１条中「健康増進」の次に「並びに観光振興」を加え、「白井温泉こも

ちの湯」を「渋川市白井温泉こもちの湯（以下「こもちの湯」という。）」

に改める。

 第２条中「白井温泉こもちの湯」を「こもちの湯」に改める。

 第３条中「渋川市白井温泉こもちの湯（以下「こもちの湯」という。）」

を「こもちの湯」に改める。

 別表を次のように改める。

別表（第５条関係）

１ 利用料金

利用時間 大人 小人、障害者及び 摘要

市内高齢者

１時間 ２５０円 １５０円 入館時刻から１時間以内

３時間 ４１０円 ３００円 入館時刻から３時間以内

６時間 ８３０円 ５１０円 入館時刻から６時間以内

１日 １，２５０円 ８３０円 開館から閉館まで

注１ 小人とは、小学生をいう。

２ 障害者とは、都道府県知事が発行した証明書を有する者をいう。

３ 市内高齢者とは、６５歳以上の市内居住者をいう。

４ 超過料金は、１時間ごとに大人１５０円、小人、障害者、市内高齢

者１００円を加算する。

５ この表に定める利用料金には、渋川市税条例（平成１８年渋川市条



例第５６号）の規定により課される入湯税を含む。

２ 回数利用券（１冊につき）

種類 大人 小人、障害者及び市 摘要

内高齢者

１時間券 ２，５００円 １，５００円 １１枚綴り

３時間券 ４，１００円 ３，０００円 １１枚綴り

６時間券 ８，３００円 ５，１００円 １１枚綴り

１日券 １２，５００円 ８，３００円 １１枚綴り

注 この表に定める利用料金には、渋川市税条例の規定により課される入

湯税を含む。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成３１年１０月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の渋川市白井温泉こもちの湯条例第５条の規定は

、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の利用に係る利用

料金について適用し、施行日前の利用に係る利用料金については、なお従

前の例による。

理 由

消費税法及び地方税法の改正並びに条例の評価・見直しの審査結果により

、所要の改正をしようとするものである。



渋川市白井温泉こもちの湯条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表
（傍線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（設置） （設置）

第１条 住民福祉の増進及び住民の健康増進並びに観光振興を図るため、渋 第１条 住民福祉の増進及び住民の健康増進 を図るため、白

川市白井温泉こもちの湯（以下「こもちの湯」という。）を設置する。 井温泉こもちの湯 を設置する。

（名称及び位置） （名称及び位置）

第２条 こもちの湯 の名称及び位置は、次のとおりとする。 第２条 白井温泉こもちの湯の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 渋川市白井温泉こもちの湯 名称 渋川市白井温泉こもちの湯

位置 渋川市吹屋６５８番地１７ 位置 渋川市吹屋６５８番地１７

（指定管理者による管理） （指定管理者による管理）

第３条 こもちの湯 の管理 第３条 渋川市白井温泉こもちの湯（以下「こもちの湯」という。）の管理

に関する業務は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２ に関する業務は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２

第３項の規定により、市長が指定する法人その他の団体（以下「指定管理 第３項の規定により、市長が指定する法人その他の団体（以下「指定管理

者」という。）に行わせることができる。 者」という。）に行わせることができる。

別表（第５条関係） 別表（第５条関係）

１ 利用料金 １ 利用料金

利用時間 大人
小人、障害者及

摘要 利用時間 大人
小人、障害者及

摘要
び市内高齢者 び市内高齢者

１時間 ２５０円 １５０円 入館時刻から１時間以内 １時間券 ２５０円 １５０円 入館時刻から１時間以内

３時間 ４１０円 ３００円 入館時刻から３時間以内 ３時間券 ４１０円 ３００円 入館時刻から３時間以内

６時間 ８３０円 ５１０円 入館時刻から６時間以内 ６時間券 ８２０円 ５１０円 入館時刻から６時間以内

１日 １，２５０円 ８３０円 開館から閉館まで １日券 １，２３０円 ８２０円 開館から閉館までとする

注１ 小人とは、小学生をいう。 注

２ 障害者とは、都道府県知事が発行した証明書を有する者をいう。 ・小人とは、小学生をいう。
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３ 市内高齢者とは、６５歳以上の市内居住者をいう。 ・障害者とは、都道府県知事が発行した証明書を有する者をいう。

４ 超過料金は、１時間ごとに大人１５０円、小人、障害者、市内高齢 ・市内高齢者とは、６５歳以上の市内居住者をいう。

者１００円を加算する。 ・超過料金は、１時間毎 に大人１５０円、小人、障害者、市内高齢者

５ この表に定める利用料金には、渋川市税条例（平成１８年渋川市条 １００円を加算する。

例第５６号）の規定により課される入湯税を含む。 ・この表に定める利用料金には、渋川市税条例（平成１８年渋川市条例

第５６号）の規定により課される入湯税を含む。

２ 回数利用券（１冊につき） ２ 回数利用券（１冊につき）

種類 大人
小人、障害者及

摘要 種類 大人
小人、障害者及

摘要
び市内高齢者 び市内高齢者

１時間券 ２，５００円 １，５００円 １１枚綴り １時間券 ２，５００円 １，５００円 １１枚綴り

３時間券 ４，１００円 ３，０００円 １１枚綴り ３時間券 ４，１００円 ３，０００円 １１枚綴り

６時間券 ８，３００円 ５，１００円 １１枚綴り ６時間券 ８，２００円 ５，１００円 １１枚綴り

１日券 １２，５００円 ８，３００円 １１枚綴り １日券 １２，３００円 ８，２００円 １１枚綴り

注 この表に定める利用料金には、渋川市税条例 注

の規定により課される入湯税を含む。 ・この表に定める利用料金には、渋川市税条例（平成１８年渋川市条

例第５６号）の規定により課される入湯税を含む。
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